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【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 記 憶 し た 複 数 の コ ン テ ン ツ デ ー タ の う ち の い ず れ か を ユ ー ザ が 選 択 す る こ と に よ っ て 、
選 択 さ れ た コ ン テ ン ツ デ ー タ に 応 じ て 、 予 め 定 め る デ ー タ 処 理 を 行 う 電 子 機 器 に お い て 、
　 文 字 キ ー 、 数 字 キ ー お よ び 記 号 キ ー を 含 む 入 力 キ ー と 、
　 互 い に 独 立 し た 第 １ の 文 字 列 と 、 コ ン テ ン ツ デ ー タ の タ イ ト ル と を 関 連 付 け て 記 憶 す る
タ イ ト ル 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 タ イ ト ル 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 関 連 付 け に 基 づ い て 、 第 １ の 文 字 列 と 、 コ ン テ
ン ツ デ ー タ の タ イ ト ル と を 表 示 す る 第 １ タ イ ト ル 表 示 手 段 と 、
　 前 記 第 １ タ イ ト ル 表 示 手 段 が 動 作 し た 状 態 で 入 力 キ ー に よ っ て 文 字 列 が 入 力 さ れ る と 、
前 記 タ イ ト ル 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 関 連 付 け に 基 づ い て 、 入 力 さ れ た 文 字 列 に 関 連 付
け ら れ た タ イ ト ル を 有 す る コ ン テ ン ツ デ ー タ に 対 し て デ ー タ 処 理 を 行 う 第 １ デ ー タ 処 理 手
段 と 、
　 入 力 キ ー に よ っ て 文 字 列 が 入 力 さ れ る と 、 前 記 タ イ ト ル 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 関 連
付 け に 基 づ い て 、 入 力 さ れ た 文 字 列 に 関 連 付 け ら れ た タ イ ト ル と 、 互 い に 独 立 し た 第 ２ の
文 字 列 と を 関 連 付 け た テ ー ブ ル を 作 成 す る 制 御 手 段 と 、
　 前 記 制 御 手 段 に よ っ て 作 成 さ れ た テ ー ブ ル を 記 憶 す る テ ー ブ ル 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 テ ー ブ ル 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た テ ー ブ ル に 基 づ い て 、 第 ２ の 文 字 列 と 、 コ ン テ ン ツ
デ ー タ の タ イ ト ル と を 表 示 す る 第 ２ タ イ ト ル 表 示 手 段 と 、
　 前 記 第 ２ タ イ ト ル 表 示 手 段 が 動 作 し た 状 態 で 入 力 キ ー に よ っ て 文 字 列 が 入 力 さ れ る と 、
前 記 テ ー ブ ル に 基 づ い て 、 入 力 さ れ た 文 字 列 に 関 連 付 け ら れ た タ イ ト ル を 有 す る コ ン テ ン
ツ デ ー タ に 対 し て デ ー タ 処 理 を 行 う 第 ２ デ ー タ 処 理 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 電 子
機 器 。
【 請 求 項 ２ 】
　 記 憶 し た 複 数 の 辞 書 デ ー タ の う ち の い ず れ か を ユ ー ザ が 選 択 す る こ と に よ っ て 、 選 択 さ
れ た 辞 書 デ ー タ 内 の 検 索 処 理 を 行 う 電 子 辞 書 装 置 に お い て 、
　 文 字 キ ー 、 数 字 キ ー お よ び 記 号 キ ー を 含 む 入 力 キ ー と 、
　 互 い に 独 立 し た 第 １ の 文 字 列 と 、 辞 書 デ ー タ の タ イ ト ル と を 関 連 付 け て 記 憶 す る タ イ ト
ル 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 タ イ ト ル 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 関 連 付 け に 基 づ い て 、 第 １ の 文 字 列 と 、 辞 書 デ



ー タ の タ イ ト ル と を メ イ ン メ ニ ュ ー と し て 表 示 す る メ イ ン メ ニ ュ ー 表 示 手 段 と 、
　 前 記 メ イ ン メ ニ ュ ー 表 示 手 段 が 動 作 し た 状 態 で 入 力 キ ー に よ っ て 文 字 列 が 入 力 さ れ る と
、 前 記 タ イ ト ル 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 関 連 付 け に 基 づ い て 、 入 力 さ れ た 文 字 列 に 関 連
付 け ら れ た タ イ ト ル を 有 す る 辞 書 デ ー タ に 対 し て 検 索 処 理 を 行 う 第 １ 検 索 処 理 手 段 と 、
　 入 力 キ ー に よ っ て 文 字 列 が 入 力 さ れ る と 、 前 記 タ イ ト ル 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 関 連
付 け に 基 づ い て 、 入 力 さ れ た 文 字 列 に 関 連 付 け ら れ た タ イ ト ル と 、 互 い に 独 立 し た 第 ２ の
文 字 列 と を 関 連 付 け た テ ー ブ ル を 作 成 す る 制 御 手 段 と 、
　 前 記 制 御 手 段 に よ っ て 作 成 さ れ た テ ー ブ ル を 記 憶 す る テ ー ブ ル 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 テ ー ブ ル 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た テ ー ブ ル に 基 づ い て 、 第 ２ の 文 字 列 と 、 辞 書 デ ー タ
の タ イ ト ル と を ユ ー ザ メ ニ ュ ー と し て 表 示 す る ユ ー ザ メ ニ ュ ー 表 示 手 段 と 、
　 前 記 ユ ー ザ メ ニ ュ ー 表 示 手 段 が 動 作 し た 状 態 で 入 力 キ ー に よ っ て 文 字 列 が 入 力 さ れ る と
、 前 記 テ ー ブ ル に 基 づ い て 、 入 力 さ れ た 文 字 列 に 関 連 付 け ら れ た タ イ ト ル を 有 す る 辞 書 デ
ー タ に 対 し て 検 索 処 理 を 行 う 第 ２ 検 索 処 理 手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 電 子 辞 書 装 置
。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ユ ー ザ メ ニ ュ ー 表 示 手 段 の 動 作 を 指 示 す る 指 示 キ ー を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ２ 記 載 の 電 子 辞 書 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 テ ー ブ ル に は 、 辞 書 デ ー タ の タ イ ト ル と 、 辞 書 デ ー タ を 用 い て 検 索 処 理 が 行 わ れ た
最 新 の 日 付 が 関 連 付 け ら れ 、
　 前 記 ユ ー ザ メ ニ ュ ー 表 示 手 段 は 、 最 新 の 日 付 に 応 じ た 順 序 で タ イ ト ル を 表 示 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 電 子 辞 書 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 テ ー ブ ル に は 、 辞 書 デ ー タ の タ イ ト ル と 、 辞 書 デ ー タ を 用 い て 行 わ れ た 検 索 処 理 の
回 数 が 関 連 付 け ら れ 、
　 前 記 ユ ー ザ メ ニ ュ ー 表 示 手 段 は 、 検 索 処 理 の 回 数 に 応 じ た 順 序 で タ イ ト ル を 表 示 す る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 記 載 の 電 子 辞 書 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 少 な く と も ２ 以 上 の タ イ ト ル の 検 索 処 理 の 回 数 が 同 じ で あ っ た 場 合 は 、 最 新 の 日 付 に 応
じ た 順 序 で タ イ ト ル を 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ 記 載 の 電 子 辞 書 装 置 。
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